
【重要】施設基準の届出(申請期日)のお知らせ

いつもご利用いただきありがとうございます。
カスタマーサクセス部です。

表題の件についてご案内いたします。

本年度の診療報酬改定は令和8年6月1日より施行されます。

施設基準の届出は、下記の期日までに
最寄りの地方厚生（支）局 様宛にご提出ください。

【令和8年6月1日より算定する場合の期日】

令和8年5月7日～6月1日まで（必着）

また、届出に記載されている内容・記載方法に関するご質問につきましては、
弊社ではお答えできかねますため、最寄りの地方厚生（支）局 様にご確認ください。

【施設基準に関するよくあるお問い合わせ】

算定した処置の回数を確認することはできますか？

【回答】

【各種統計表】より確認することが可能です。

メインメニュー>４帳票打出し>各種統計表

詳しい操作手順はユーザーサイトに画像/動画付きで掲載しております。

【ユーザーサイトの閲覧方法】

１．デスクトップの「POWER5G専用サイト」または「ユーザーサイト」アイコンを起動

２．ヘルプデスク電話番号記載シールのQRコードをスマートフォンで読み取ってアクセス

３． URLをブラウザに入力してアクセス
　URL：https://contents.dentalsystems.jp/knowledge

【ユーザーサイトの操作手順】

検索バーに、【算定した処置の回数】と入力し、下記の項目をクリック

【検索】算定した処置の回数、その処置を算定した患者様の名称を確認することは出来ますか？

を選択ください。

以上、よろしくお願いいたします。


